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•⽣産から流通・消費まで⼀貫して、
地域ぐるみで有機農業に取り組む
自治体を「オーガニックビレッ
ジ」と称してみどり交付⾦で⽀援
•その他、オーガニックビレッジと
連携する消費地（市町村）につい
ても、協議会に構成員として参画
している場合はオーガニックビ
レッジになることが可能

オーガニックビレッジの定義

これまでの運用 今後の運用
【オーガニックビレッジの定義】
地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村のうち、
① みどり交付⾦要綱に基づき有機農業実施計画を策定してい

る市町村及び作成しようとしている市町村
② ①の市町村が中心となり組織する協議会の構成員であり、

協議会で策定した有機農業実施計画において、連携して取
り組む市町村として位置付けられている市町村

③ 農産局⻑通知（７農産第3153号）に基づき有機農業実施
計画を策定し、認定を受けてオーガニックビレッジ宣言書
を公表している市町村

④ ③の市町村が中心となり組織する協議会の構成員であり、
協議会で策定した有機農業実施計画において、連携して取
り組む市町村として位置付けられ、オーガニックビレッジ
宣言書を公表している市町村

•みどり交付⾦要綱にはオーガニッ
クビレッジの定義について明確な
記載がない
•みどり交付⾦を活⽤しないとオー
ガニックビレッジにはなれない

独自財源で取り組む市町村もオーガ
ニックビレッジになることが可能に
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都道府県

農政局等

農林⽔産省

⑤ オーガニックビレッジ宣言
• オーガニックビレッジ宣言書（様式第３号）、有

機農業実施計画書（様式第１号）をHP等で公表
• イベントの開催等を通じて広く周知
※認定後速やかに実施

⑥
宣
言
の
報
告

市町村

④
審
査
結
果
の
通
知

⑦
評
価
報
告

審査

適宜協議状況に
ついて情報共有

②
事
前
協
議

① 申請書類の作成
• 有機農業実施計画（様式第１号）
• 認定申請書（様式第２号）

③
有
機
農
業
実
施
計
画
の
認
定
申
請

申請前に都道
府県及び農政
局と申請書類
の内容につい
て事前に協議。

都道府県と農
政局を経由※

して申請書類
を提出。

※様式自由。
メール転送も可。

各市町村⻑がオーガニック
ビレッジ宣言報告書（様式
第４号）にオーガニックビ
レッジ宣言書と有機農業実
施計画を添付して、都道府
県と農政局を経由して提出。
※宣言後１カ⽉以内に実施

有機農業実施計画
の最終年度の翌年
度に評価報告書
（様式第５号）を
作成して提出。

認定されたら

農産局⻑通知（７農産第3153号）に基づき
有機農業実施計画を策定し、認定を受けて
オーガニックビレッジ宣言書を公表

様式等はこちらからダウンロード可能です→
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有機農業実施計画の認定によるオーガニックビレッジ宣言の流れ



有機農業実施計画の認定によるオーガニックビレッジ宣言に関するQ＆A①
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回答質問

協議会を構成するすべての自治体が、当該自治体を管轄する都道府
県・農政局等との事前協議を⾏う必要があります。

管轄局・都道府県が異なる自治体が協議会に参加し
ている場合、事前協議は自治体が属する全ての都道
府県・農政局等と実施する必要があるのか。

第２の１

公文でなくても構いません。様式自由であり、メール転送等でも構い
ません。

県及び農政局との事前協議や申請を経由させるやり
取りは公文で⾏う必要があるのか。

第２の１

別紙の第２の３に記載している審査基準を中心にご確認いただくこと
を想定しています。ただし、判断の難しい項目については、無理に調
整していただく必要はありません。

事前協議ではどのような点を確認すればよいか。第２の１

３年間の継続した取組実績がある必要はありません。例えば、過去２
年間は取組を実施できていないような場合でも、３年前に有機農業の
推進に取り組んだ実績があれば基準を満たすと判定します。
具体的な取組内容としては、みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦交
付等要綱別記２の別紙１試⾏的な取組の具体例に記載のあるような取
組を想定しています。

過去３年間の取組実績について、過去３年間継続し
て取組実績がないといけないのか。また、具体的に
どのような取組が該当するのか。

第２の３

結果とともに通知する非認定の理由を踏まえて修正した計画で再度申
請することは可能です。なお、その際は、再度都道府県及び農政局等
との協議を⾏っていただく必要があります。

申請の結果、計画が認定されなかった場合、再度申
請することはできるのか。

第２の３

中心市町村だけでなく、協議会に参画する市町村も宣言を⾏い、それ
ぞれの市町村がオーガニックビレッジ宣言報告書を提出する必要があ
ります。なお、宣言に伴うイベント等は合同で開催していただくこと
も可能です。 

複数自治体が参画する協議会の計画書が認定された
場合、どのようにオーガニックビレッジ宣言を⾏う
のか。 

第３の１ 
第３の２ 



回答質問

目標の変更等、第２の３に記載のある審査基準に関する変更は変更申請が必
要です。取組内容を⼀部変更する等の軽微な変更については変更申請を⾏う
必要はありません。

どの程度の変更で計画変更の申請が必要に
なるのか。

第５の１

可能です。この場合、当該協議会で作成した有機農業実施計画に、新たな連
携自治体を追記し、変更認定申請を⾏い、認定を受ける必要があります。ま
た、変更の認定後、新たに加⼊した市町村は第3の規定に沿ってオーガニック
ビレッジ宣言及びオーガニックビレッジ宣言報告書の提出を⾏う必要があり
ます。

計画認定後に新たに連携自治体が協議会に
加⼊し、オーガニックビレッジとなること
は可能か。

第５の１

変更計画が認定されなかった場合に直ちに認定取消となることはありません
が、申請内容によっては、第６の１の規定に基づき、認定の取り消しを⾏う
可能性があります。

変更後の計画が認定されなかった場合、認
定は取り消しとなるのか。

第５の２

宣言を通じて、新規就農者や販売先の確保に役⽴てることができるほか、地
域の魅⼒を発信することができると考えます。実際に、これまでにも複数件、
交付⾦を活⽤せずにオーガニックビレッジに取り組みたいという相談があっ
たところです。また、みどり交付⾦によるオーガニックビレッジも含め、他
事業の申請における採択時のポイント加算等の優遇措置を設けています（次
ページ参照）。

交付⾦を活⽤せずにオーガニックビレッジ
宣言を⾏うメリットがあるのか。

―

みどり交付⾦要綱第１の２に定める「有機農業実施計画の実現に向けた取組
の実践」にかかる申請が可能です。同要綱第１の１に定める「有機農業実施
計画の策定」にかかる申請はできません。

農産局⻑通知に基づき有機農業実施計画の
認定を受けオーガニックビレッジとなった
自治体が、その後みどり交付⾦事業に申請
することは可能か。

―

公表資料の趣旨によりますが、基本的にはみどり交付⾦要綱に基づくオーガ
ニックビレッジと同様に事例集等の作成への協⼒を依頼することを想定して
います。

農産局⻑通知に基づきオーガニックビレッ
ジ宣言を⾏った自治体もオーガニックビ
レッジ事例集等の公表資料に掲載されるの
か。

―
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有機農業実施計画の認定によるオーガニックビレッジ宣言に関するQ＆A②



オーガニックビレッジ（有機農業実施計画の策定）に対する優遇措置
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有機農業実施計画が策定されている場合に、以下の事業において優先採択（採択時のポイント加算等）が⾏われます。

※事業によって、計画の内容と事業内容が⼀致していることなど追加の要件が設定されている場合があります。申請にあたっては各事業の要綱等を必ずご確
認ください。
※要綱等に単に「みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機農業実施計画」等と記載されている場合であっても、過年度要綱も含むすべ
てのみどり交付金要綱（みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付要綱（令和３年12月27日付け３環バ第145号農林水産事務次官依命通知）、みどりの
食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱（令和４年12月８日付け４環バ第245号農林水産事務次官依命通知）、みどりの食料システム戦略推進交付金交
付等要綱（令和４年４月１日付け３環バ第341号農林水産事務次官依命通知）、みどりの食料システム戦略推進交付金交付等要綱（令和５年３月30日付け４
環バ第465号農林水産事務次官依命通知））に基づいて策定された有機農業実施計画が対象となります。

事業等の概要事業名

有機農業の更なる⾯的拡⼤を促進するため、スマート農業技術等の導⼊による地域の実情に応じ
た⽣産性向上や、有機農産物の保管や加⼯のための設備導⼊等を通じた販路の確保に取り組む農
業者等を⽀援します。

みどりの⾷料システム戦略緊急対策交
付⾦のうち先進的有機農業拡⼤促進事
業

規制の緩やかな輸出先への依存からの脱却を図るため、地域の関係事業者で組織する輸出推進体
制の下、海外の規制・ニーズに対応した⽣産・流通体系への転換に取り組み、国内⽣産基盤の維
持・強化を図る⼤規模輸出産地のモデル構築を集中的に⽀援します。

ＧＦＰ⼤規模輸出産地⽣産基盤強化プ
ロジェクト

輸出産地の育成を通じて国内⽣産基盤の強化を図るため、地域の関係者で組織する輸出推進体制
の下、海外の規制・ニーズに対応した⽣産・流通体系への転換を通じた輸出産地のモデル形成等
を複数年にわたり総合的に⽀援します。

⼤規模輸出産地モデル形成等⽀援事業

少子高齢化・人口減少が進む農山漁村において、多様な人材が農村に関わる機会を創出するとと
もに、農山漁村の多様な地域資源を活⽤して所得の向上と雇⽤の創出を図る「⾥業」の推進等の
取組や農村に人が住み続けるための条件整備など農村振興施策を総合的に推進することにより、
地域社会の維持、活性化を⽀援します。

農山漁村振興交付⾦

省⼒的な樹園地への転換、作業の合理化、関連産業との連携による労働⼒確保等により、⽣産性
を飛躍的に向上させた⽣産供給体制モデルを構築する実証を⽀援します。

持続的⽣産強化対策事業のうち果樹農
業⽣産⼒増強総合対策（果樹農業構造
転換⽀援事業のうちパイロット実証事
業）

産地の収益⼒強化と持続的な発展及び⾷品流通の合理化のため、強い農業づくりに必要な産地基
幹施設の整備等を⽀援します。

強い農業づくり総合⽀援交付⾦（産地
基幹施設等⽀援タイプ）


